
 

令和７年度及び令和８年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島

市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数を定める件について 

 

令和７年度及び令和８年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項

の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数は、次表のとおりとする。 

 

項   目 評 価 基 準 及 び 該 当 す る 場 合 の 評 価 点 数 

１ 前２か年完成

工事平均成績

の状況 

競争入札参加資格の有効期間の初日の属する年の前年及び前々年における

申請事業者の広島市発注工事に係る工種別の前２か年完成工事平均成績（広

島市建設工事競争入札取扱要綱（平成８年７月１日施行。以下「取扱要綱」と

いう。）第４条第３項に規定するグループ経審を受けた一の企業集団又は取扱

要綱第６条第５項に規定する持株会社化経審に係る一の企業集団に属する申

請事業者が２以上ある場合にあっては、これらの申請事業者が受注した広島

市発注工事の全てに係る工種別の前２か年完成工事平均成績）の状況につい

て、広島市請負工事成績評定要領（昭和５０年４月１日施行）による評定点数

に基づき、工種ごとに次に定める算式により算出した点数（小数点以下の端

数があるときは、これを四捨五入した点数） 

⑴ 前２か年完成工事平均成績が７０点を超える場合 

（前２か年完成工事平均成績－７０）×１０ 

⑵ 前２か年完成工事平均成績が６０点以上７０点以下の場合又は前２か

年完成工事平均成績を有しない場合 

    点数なし 

⑶ 前２か年完成工事平均成績が６０点未満の場合 

    （前２か年完成工事平均成績－６０）×１０ 

⑴から⑶までに掲げる前２か年完成工事平均成績は、申請事業者の各年の

評定点数の平均点数（その数に小数第２位未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。）とする。 

２ 指名停止等の

状況 

競争入札参加資格の有効期間の初日の属する年の前年及び前々年の期間に

おいて、広島市長が申請事業者に対して指名停止等を行っていた状況に応じ、

次に定める算式により算出した点数の合計点数 

⑴ 指名停止  （－１０点）×指名停止の期間の月数 

⑵ 資格取消  （－１０点）×競争入札に参加させない期間の月数 

⑶ 文書注意  （－ ６点）×文書注意を受けた回数 

⑷ 口頭注意  （－ ２点）×口頭注意を受けた回数 

⑴又は⑵の期間に１月に満たない端数（日数）がある場合は、当該端数を切

り捨てる。 

３ まちの美化活

動の取組状況 

申請事業者が、次のいずれかに該当する場合 ５点（地元事業者（取扱要綱

第２条第６項に規定する地元業者をいう。以下同じ。）が該当する場合にあっ

ては、８点） 

⑴ 申請の日前５年以内に、「広島市環境美化功労者表彰」を受けている場

合 



⑵ 申請の日前１年以内に、本市の区域内の場所を対象として、「広島市ま

ちの美化に関する里親制度」、「広島市クリーンボランティア支援事業」、

「広島県アダプト制度」又は「国土交通省広島国道ボランティア・ロー

ド」による清掃活動を事業所として行った実績がある場合 

⑶ 申請の日前１年以内に、公共団体又は公共的団体が広島市の区域内の

公共の場所（道路、歩道橋、河川、用排水路、公園等）を対象として行っ

た清掃活動に、事業所として２回以上参加した実績がある場合 

４ 花と緑にあふ

れる美しいま

ちづくりの取

組状況 

申請事業者が、申請日において、「花と緑の広島づくりネットワーク」に登

録し、かつ、次のいずれかに該当する場合 ５点（地元事業者が該当する場合

にあっては、８点） 

⑴ 広島市の区域内に所在する町内会、商店街振興組合等の地縁団体と協

働して、事業所として地域における花壇づくりに取り組んでいる場合 

⑵ 「広島市グリーン・パートナー事業（協賛金に係るものを除く。）」に参

加し、事業所として花壇の維持管理を行っている場合 

⑶ 「広島市ふれあい樹林事業」に参加し、事業所として緑地保全のための

維持管理活動を行っている場合 

５ 「ひろしま型

地域貢献企

業」の認定状

況 

申請事業者が、申請日において、本市の「ひろしま型地域貢献企業」の認定

を受けている場合。ただし、営業所ごとに認定を受けている場合にあっては、

認定を受けている営業所が建設業法上の営業所等（広島市長又は広島市水道

事業管理者との契約に関し、請負契約の締結その他入札及び契約の相手方に

なろうとするものに限る。）であるときのみ加点とする。 ５点（地元事業者

が該当する場合にあっては、８点） 

６ 子育て支援の

取組状況 

次のいずれかに該当する場合 ５点（地元事業者が該当する場合にあって

は、８点） 

⑴ 常時雇用する労働者の数が１００人以下（計画策定に係る届出日時点）

の申請事業者が、申請日において、次世代育成支援対策推進法（平成１５

年法律第１２０号）第１２条第４項の規定に基づいて一般事業主行動計

画を策定し、かつ、所轄都道府県労働局長に当該行動計画を届け出ている

場合（同法第１３条又は第１５条の２の規定により厚生労働大臣の認定

を受けていることについて、経営事項審査において評価されている場合

を除く。） 

 ※ 本項目及び「男女共同参画の取組状況」⑴のいずれにも該当する場合

にあっては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とする。 

⑵ 申請事業者又は申請事業者が構成員となっている団体が、申請の日前

５年以内に、子どもの見守り活動の実施に関し、「広島市安全なまちづく

り功労表彰」を受けている場合 

⑶ 申請事業者又はその代表者が、申請の日前５年以内に、内閣府の「子供

と家族・若者応援団表彰」を受けている場合 

７ 男女共同参画

の取組状況 

次のいずれかに該当する場合 ５点（地元事業者が該当する場合にあって

は、８点） 

⑴ 常時雇用する労働者の数が１００人以下の申請事業者（計画策定に係

る届出日時点）が、申請日において、女性の職業生活における活躍の推進



に関する法律（平成２７年法律第６４号）第８条第７項の規定に基づいて

一般事業主行動計画を策定し、かつ、所轄都道府県労働局長に当該行動計

画を届け出ている場合（同法第９条又は第１２条の規定により厚生労働

大臣の認定を受けていることについて、経営事項審査において評価され

ている場合を除く。） 

※ 本項目及び「子育て支援の取組状況」⑴のいずれにも該当する場合にあ

っては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とする。 

⑵ 申請事業者が、申請の日前５年以内に、「広島市男女共同参画推進事業

者表彰（一般表彰又は特別表彰）」を受けている場合 

⑶ 申請事業者又はその代表者が、申請の日前５年以内に、内閣府の「女性

のチャレンジ賞」、「女性のチャレンジ支援賞」又は「女性のチャレンジ賞

特別部門賞」を受けている場合 

⑷ 申請事業者が、申請日において、申請工種に係る建設業法第７条第２号

又は第１５条第２号に規定する国家資格を有する女性技術者（役員であ

る者及びこれらの規定に掲げる技術者となった後１年を経過しない者を

除く。）を１年以上継続して雇用している場合 

  なお、⑷に該当する場合にあっては、その女性技術者に係る申請工種の

評価点数として加点する。 

８ ビジネスと人

権に関する取

組状況 

申請事業者が、申請日において、次のいずれかに該当する場合 ５点（地元

事業者が該当する場合にあっては、８点） 

⑴ 法務省の「Ｍｙじんけん宣言」を行っている場合 

⑵ 国の「ビジネスと人権に関する行動計画」に基づき人権方針を定め、公

開している場合 

９ 若者の就業支

援の取組状況 
申請事業者が、申請の日前２年以内に、次のいずれかに該当する場合 ５

点（地元事業者が該当する場合にあっては、８点） 

⑴ 厚生労働省が行う地域若者サポートステーション事業として、広島市

の区域内に居住する若年無業者等を対象とした職場見学、就労体験を実

施している場合 

⑵ 次のいずれかに該当する場合 

ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学、短期大学、

高等学校等（いずれも広島市の区域内に所在するものに限る。）のイン

ターンシップ実習生を１回以上受け入れていること 

イ 中学校等（広島市の区域内に所在するものに限る。）が実施する職場

体験において、学生又は生徒による就業体験等を１回以上受け入れて

いること 

10 「女性と若者

が輝く企業」

の認定状況 

申請事業者が、申請日において、本市の「女性と若者が輝く企業」の認定を

受けている場合 ８点（地元事業者のみが該当） 

11 失業者に関す

る雇用の取組

状況 

申請事業者が、申請の日前２年以内に、広島市の区域内に居住する失業者

１人以上を次のいずれかに該当する労働者として採用し、申請日現在、雇用

保険の被保険者として継続して雇用している場合（２人以上あるときは、そ

のいずれかの者）。なお、⑴及び⑵のいずれにも該当する場合にあっては、申



請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とする。 

⑴ 正社員 １０点（地元事業者が該当する場合にあっては、１５点） 

⑵ 申請事業者との間で期間の定めのない労働契約を締結している者のう

ち、正社員以外の者であって、１週間の所定労働時間が２０時間以上であ

り、かつ、時間当たりの基本給及び賞与、退職金等の算定方法等が同一の

事業所に雇用される正社員のそれと同等であるもの、又は申請事業者と

の間で雇用期間を１２か月以上とする有期労働契約を締結している者の

うち、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員のそれ

と同一であるもの ５点（地元事業者が該当する場合にあっては、８点） 

12 障害者に関す

る雇用の取組

状況 

 申請事業者が、次のいずれかに該当する場合。なお、⑴及び⑵のいずれにも

該当する場合にあっては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点と

する。 

⑴ 基準日（申請日前直近の報告日の直近の６月１日）において、その障害

者雇用率が次のア又はイに該当する場合。 

ア 障害者雇用率が５．０％以上である場合 １０点（地元事業者が該当

する場合にあっては、１５点） 

イ 障害者雇用率が２．５％以上５．０％未満である場合 ５点（地元事

業者が該当する場合にあっては、８点） 

上記の障害者雇用率は、報告義務の有無にかかわらず、同法に規定す

るところにより算定するものとする。 

⑵ 申請日において、広島市障害者就労支援モデル事業所認定・顕彰制度実

施要綱第２条第２号に定める基準を満たすものとして広島市障害者就労

支援モデル事業所の認定を受けている場合 ８点（地元事業者が該当す

る場合にあっては、１２点） 

13 刑務所出所者

等又は暴力団

離脱者の雇

用・支援の取

組状況 

申請事業者が、申請日において、次のいずれかに該当する場合 ５点（地元

事業者が該当する場合にあっては、８点） 

⑴ 広島保護観察所に協力雇用主として登録され、かつ、申請の日前２年以

内に、次のいずれかに該当する場合 

ア 広島市の区域内に居住する保護観察対象者又は更生緊急保護対象者

を雇用した実績がある場合。なお、雇用形態については、問わない。 

イ 広島市の区域内に居住する保護観察対象者又は更生緊急保護対象者

に対し、事業所見学会又は職場体験講習を実施した実績がある場合 

 ⑵ 公益財団法人暴力追放広島県民会議が行う暴力団離脱者の社会復帰支

援事業における協力事業所として登録されている場合 

14 災害時の地域

貢献の状況 

申請事業者が、次のいずれかに該当する場合。なお、⑴及び⑵のいずれにも

該当する場合にあっては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点と

する。 

⑴ 申請日において、広島市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関

する要綱（平成１８年６月１日施行）の規定に基づき、災害協力事業者と

して登録されている場合 ５点（地元事業者が該当する場合にあっては、

８点） 

⑵ ⑴に該当し、かつ、申請日の属する年度前５年度内において、広島市長



又は広島市水道事業管理者が発注した災害関連工事（広島市長発注工事

は予算科目の款が「災害復旧費」として計上されているもの又は広島市水

道事業管理者発注工事は件名により災害関連工事であることが判別でき

るものに限る。）の受注実績がある場合 １０点（地元事業者が該当する

場合にあっては、１５点） 

15 消防団協力事

業所の認定状

況 

 申請事業者が、申請日において、広島市消防団協力事業所表示制度実施要

綱（平成２６年１１月１日施行）に基づく認定を受けている場合 ５点（地元

事業者が該当する場合にあっては、８点） 

16 ＩＳＯ１４０

０５の認証・

登録の状況 

申請日において、申請事業者の、広島市の区域内に所在する建設業法上の

営業所等（広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、請負契約の

締結その他入札及び契約の相手方になろうとするものに限る。）が、公益財団

法人日本適合性認定協会が認定した環境マネジメントシステム認証機関（Ｉ

ＳＯ１４００１に係る認証機関）が行うＩＳＯ１４００５の検査に合格し、

その認証又は登録を受けている場合（ＩＳＯ１４００１に適合している旨の認

証を受けていることについて、経営事項審査において評価されている場合を除

く。） ５点（地元事業者が該当する場合にあっては、８点） 

17 建設業労働災

害防止協会へ

の加入 

申請日において、申請事業者の、広島市の区域内に所在する建設業法上の

営業所等（広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、請負契約の

締結その他入札及び契約の相手方になろうとするものに限る。）が、建設業労

働災害防止協会へ加入をしている場合 ５点（地元事業者が該当する場合に

あっては、８点） 

（備考） 

１ 取扱要綱第５条第２項の規定により、取扱要綱第６条第１項各号に掲げる工種に係る競争入札

参加資格の認定審査申請を行った申請事業者に限り、広島市評価事項に関する評価を行うものと

する。 

２ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の決定を受けた申請事業

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の決定を受けた申請

事業者について、取扱要綱第５条第２項の規定により総合数値を付与する際には、上記の表に掲

げるところにより算定する点数に加えて、次に定める算式により得られる点数（１点未満の端数

があるときは、これを四捨五入して得た点数）を広島市評価事項の点数とする。 

（経営事項審査評価事項の点数と同表に掲げるところにより算定する点数とを合算して得た点

数）×（０．８以上１．０以下の範囲で、申請のあった都度広島市長が申請事業者の更生手続開

始又は再生手続開始に係る状況に応じて定める数値－１） 

 

   附 則 

 この定めは、令和６年１０月２８日から施行する。 

   附 則 

 この定めは、令和８年４月１日から施行する。 

 


